
1

令和３年３月２４日（水）

令和３年

第４回（定例会）東かがわ市教育委員会議

会議録
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出席構成員

東かがわ市教育長 竹田 具治

委員（教育長職務代理者） 向山 正裕

委員

山本 勝博

樫原 文子

安冨 安代

欠席構成員

説明のため会議に出席した者の職氏名

教育部長 中川 敬彦 学校教育課 副主幹 安本 薫

学校教育課長 片山 竜治 学校教育課 副主幹 齋藤 薫

生涯学習課長 中川 晃代 学校教育課 主任主事 鎌田 紘行

子育て支援課長 川田 真一 学校教育課 主任主事 土井 直樹

学校教育課 副主幹 水口 由美子 生涯学習課 副主幹 上枝 勉

学校教育課 副主幹 岸本 禎 子育て支援課 副主幹 六車 憲二

職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名

学校教育課 副主幹 水口 由美子

会議録署名人

教育長 竹田 具治、委員 安冨 安代

事務局担当書記 学校教育課 副主幹 水口 由美子

【特記事項】 傍聴人：０人
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議 事 日 程

（午後 １時３０分 開会）

■日程第１ 会議録署名委員の指名について

日程第１ 会議録署名委員の指名について

日程第２ 会期の決定について

日程第３ 令和３年第２回（定例会）東かがわ市教育委員会会議録の承認について

日程第４ 教育長報告

日程第５ 議案 第１号
東かがわ市交流プラザ条例施行規則及び東かがわ市公民館条例施行

規則の一部を改正する規則について

日程第６ 議案 第２号 東かがわ市立小・中学校 ICT支援員設置要綱について

日程第７ 議案 第３号 東かがわ市英語検定料補助金交付要綱について

日程第８ 議案 第４号
東かがわ市立特定教育・保育施設自園給食費徴収要綱の一部を改正
する告示について

日程第９ 議案 第５号 東かがわ市立小・中学校文書取扱規程ついて

日程第 10 議案 第６号 押印の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則について

日程第 11 議案 第７号 押印の見直しに伴う関係告示の整備に関する告示について

日程第 12 議案 第８号
東かがわ市家庭教育学級の開設及び運営に関する要領の一部を改正

する訓令について

日程第 13 議案 第９号 通学する学校の変更申請の承認について

日程第 14 報告 第１号 区域外就学者の報告について

日程第 15 報告 第２号
令和２年度土曜日授業運営事業実施報告及び令和 3年度実施計画に
ついて

日程第 16 報告 第３号 実用英語技能検定の最終結果について

【議 事 内 容】
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教育長が、本会議の会議規則第６条の規定に基づき、竹田教育長と委員の中から１名、

安冨委員を指名。

■日程第２ 会期の決定について

教育長から、本会議の会期について１日でよいか意見を求める。

<質疑>
○ 委員 １日で了承。

■日程第３ 令和３年第２回（定例会）東かがわ市教育委員会会議録の承認について

学校教育課、片山課長から会議録について説明。

<質疑>
○ 特になし。

■日程第４ 教育長報告

竹田教育長から、３月（２月２８日から３月２４日）に出席した行事等について

報告。

また、今後の予定について報告し、質疑を求める。

<質疑>
○ 特になし。

■日程第５ 議案 第１号 東かがわ市交流プラザ条例施行規則及び東かがわ市公民館条

例施行規則の一部を改正する規則について

生涯学習課・上枝副主幹が説明

<質疑>
○ 特になし。

■日程第６ 議案 第 2号 東かがわ市立小・中学校 ICT支援員設置要綱について
学校教育課・岸本副主幹が説明。

<質疑>
○ 山本委員 支援員の数は決まっていないのですか。

○ 岸本副主幹 来年度は 1名です。現在スクールサポートスタッフをしている方に
依頼する予定で、研修等も受けていただき、学校全体の様子や市の
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設置状況も把握していただいている状況です。

○ 向山委員 各学校ごとに配置してやっていかなければならないと思います。メ

ンテナンス、研修等で新しい知識をつけたらと思いますが、そこだ

けではなかなか身につかないので、1校づつ配置していただけたらあ
りがたいと思います。費用の関係もあるとは思いますが。

○ 中川部長 費用の関係もありますが、出来るだけ多くの配置を考えております。

しかしながらこれから動いていく中で、まずは本市に１人配置し、

その支援員に統一した流れをつくってもらうようにしました。例え

ば、各校に 1人づつ置くと、各支援員の動きで、流れがばらばらに
なってしまってはいけないので、初年度は１人がそれぞれの学校を

見ていこうということで、1名にしました。

■日程第７ 議案 第３号 東かがわ市英語検定料補助金交付要綱について

学校教育課・鎌田主任主事が説明。

<質疑>
○ 向山委員 英検の団体で、中学生と絞り込んでいますが、小学生高学年の受け

る機会は該当しないということですか。

○ 教育長 その話も事務局で協議しましたが、会場は 1ヶ所で認められるので、
同じ所でなければいけません。分散はだめなので、この会場でそれ

だけの人数が収容しきれるかどうかがかなり問題になりました。

○ 向山委員 会場で出来る人数を逆算して中学生までとしたんですか。

○ 教育長 そこで線引きをしました。

○ 片山課長 来年度、実施してみて会場の状態や参加人数などを勘案しながら、

ゆくゆくは小学生の高学年まで広げてもいいかと考えています。

○ 安冨委員 今のところ中学校の 3学年は入れそうなんですか。
○ 片山課長 そうですね。半数であれば。

○ 鎌田主任主事 来年度、市内の中学生が 563名の予定です。ひとまとめに実施する
というのは行事等もありますので、回を分けての実施になるかと思

います。それであれば交流プラザで収容は可能かと見込んでおりま

す。

○ 向山委員 ある程度学年で絞り込でおくんですか。

○ 片山課長 年 3回ありますが、1回目の春はとばし、２回目の秋を 3年生の実施
として、１・２年生については勉強が進んで、最終の結果を計りた

いので 3回目に実施したいと思っています。このような分け方をす
れば会場も収容出来るのではないかと考えております。
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○ 山本委員 第 4条で、補助金の交付を受けることができる者は、当該英語検定
の団体受検を希望する生徒ではないでしょうか。お金を受け取るの

は保護者ですが生徒の保護者とするとなると対象の名前が生徒の名

前でこれがよく分かりません。

○ 鎌田主任主事 申請者が保護者になるので、補助金の交付は保護者宛てになります。

○ 安冨委員 小学校５・６年になると５級を受ける人もいるかと思いますが。

○ 鎌田主任主事 充分可能かと思います。

■日程第８ 議案 第４号 東かがわ市立特定教育・保育施設自園給食費徴収要綱の一部

を改正する告示について

子育て支援課・六車副主幹が説明

<質疑>
○ 特になし。

■日程第９ 議案 第５号 東かがわ市立小・中学校文書取扱規程について

学校教育課・岸本副主幹が説明

<質疑>
○ 特になし。

■日程第 10 議案 第６号 押印の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則について

日程第 11 議案 第７号 押印の見直しに伴う関係告示の整備に関する告示について

日程第 12 議案 第８号 東かがわ市家庭教育学級の開設及び運営に関する要領の一部

を改正する訓令について

学校教育課・水口副主幹が説明

<質疑>
○ 山本委員 電子承認はするんですか。

○ 片山課長 まだそこまでは出ていないと思います。

■日程第 15 報告 第２号 令和２年度土曜日授業運営事業実施報告及び令和３年度実施

計画について

学校教育課・齋藤副主幹が説明
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<質疑>
○ 向山委員 鳴門教育大学と各小学校の今までの流れかも知れませんが、白鳥小

学校は 3回であとの 2校は 2回ですけどなぜですか。
○ 齋藤副主幹 鳴門教育大学との調整で、大学の希望もありますので。

○ 向山委員 コロナ等の中止で連絡等苦労されたことはないのですか。

○ 齋藤副主幹 中止になった場合は、地域ボランティアの方は生涯学習課の地域コ

ーディネーターをとおして連絡していただいたりして調整いたしま

した。

○ 向山委員 すぐに連絡は取れるんですね。

○ 教育長 最初にもありましたが、できるだけ外部の講師の方を調整して、普

段学校ではあまりできないような活動を多く取り入れてもらってい

ます。生涯学習課とも連携しながら進めていきたいと思います。

○ 向山委員 地域の方はボランティア保険はかけていますか。

○ 齋藤副主幹 傷害保険に加入してします。

■日程第 16 報告 第３号 実用英語技能検定の最終結果について

学校教育課・鎌田主任主事が説明

<質疑>
○ 向山委員 大変すばらしい成果が出て、みなさんの取り組みの結果だと思いま

す。3級合格、素晴らしいと思いますが、ただ、級を合格しただけで
なくその次に活用や活躍の場を将来的に考えておいていただけたら

いいかと思います。

○ 樫原委員 学校間でばらつきがあるので、もう少したくさんの生徒が受けられ

たらいいと思います。話の持っていきようだと思いますので進めて

いただきたいと思います。

○ 片山課長 先生から生徒への伝え方も統一すれば同じようにできるかと思いま

すので、考えていきたいと思います。今回は全て自己負担ですので、

市から強く言うことは難しかったですが、来年度からは２分の１補

助を出しますので、ぜひ受けてもらえるよう言えると思いますので、

周知の仕方は検討していきたいと思います。

■日程第１３・１４については非公開とする。

午後３時２７分 閉会


